
福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金交付要領 

 

                        制  定 平成２０年４月１日 

                        最近改正 令和 ８年４月１日 
 

（目的） 

第１条 この要領は、福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金交付要

綱（以下「要綱」という。）に基づく補助金の交付について、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（定義等） 

第２条 この要領における用語の意義は、要綱並びに建築基準法（昭和 25 年法律第 201

号）及び建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）に定めるところによる。 

 

（補助の対象） 

第３条 要綱第 3条第 1 号に規定する所有者等とは、次に掲げる者とする。 

(1)  補助対象建築物の所有権を有する者 

 (2)  建物の区分所有等に関する法律（昭和 37 年法律第 69 号）に定める区分所有者

の団体又は管理者 

２ 要綱第 3 条第 2 号に規定する国、地方公共団体その他これらに準ずる者とは、独立

行政法人及び地方公共団体が設立した地方独立行政法人その他地方公共団体の設立、

出資等に係る法人とする。 

３ 要綱第 3 条第 2 号に規定する大規模な事業者として別に定める者とは、中小企業基

本法第 2 条第 1項第 1 号から第 4 号に定められている、資本金の額又は出資の総額及

び常時使用する従業員の数を超えてその事業を営むものとする。 

 

（補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助金の交付の対象となる対象経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。 

種  目 対 象 経 費 補 助 金 の 額 

分析調査

事業 

補助対象建築物について、分析調査

事業に要する経費で分析による調

査を実施する機関（以下「分析機関」

という。）に対して支払う費用 

250,000 円を限度とする。ただし、

市長が必要と認める場合は、個別

に必要と認める額（1,000 円未満の

端数は切り捨てるものとする。） 

除去等事

業 

補助対象建築物について、除去等事

業に要する経費でアスベストの除

去等を行う施工業者（以下「施工者」

という。）に対して支払う費用 

対象経費の３分の２以内の額。た

だし、3,000,000 円を限度とする。

（1,000 円未満の端数は切り捨て

るものとする。） 

 

 

 

 

 



（交付の申請） 

第５条 要綱第5条第1項に規定する福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事

業補助金交付申請書（分析調査事業）（様式第 1 号）に添付する書類は、次に掲げる

書類とする。 

 (1)  申請に係る補助対象建築物の登記事項証明書その他当該補助対象建築物の所

有者が分かる書類 

 (2)  市税の滞納がないことの証明書 

 (3)  確認済証等の写しその他申請に係る補助対象建築物の建築年月日及び用途を

明らかにする書類 

 (4)  補助対象建築物となる建築物の全景、対象部位、状況等が確認できる写真 

 (5)  補助対象建築物を明示した位置図、配置図、各階平面図、立面図、断面図等 

 (6)  アスベスト分析調査事業に係る対象経費の見積書の写し及び分析機関が作成

した調査仕様書 

 (7)  特定建築物石綿含有建材調査者又は一般建築物石綿含有建材調査者であるこ

とを証明する書類 

 (8)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

２ 要綱第5条第2項福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金交付申

請書（除去等事業）（様式第 2 号）に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 

 (1)  前項の第 1 号から第 5 号に掲げる書類 

 (2)  分析機関が発行した分析調査結果報告書 

(3)  施工者の工事仕様書、作業計画、工程表及び見積書 

 (4)  特定建築物石綿含有建材調査者又は一般建築物石綿含有建材調査者であるこ

とを証明する書類 

 (5)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

 

（完了実績報告） 

第６条 要綱第9条第1項に規定する福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事

業完了実績報告書（分析調査事業）（様式第８号）に添付する書類は、次に掲げる書

類とする。 

 (1)  分析機関が発行した分析調査結果報告書 

 (2)  分析機関と締結した契約書の写し 

 (3)  分析による調査に要した費用に係る分析機関からの請求書の写し 

 (4)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

２ 要綱第9条第2項に規定する福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業完

了実績報告書（除去等事業）（様式第 9 号）に添付する書類は、次に掲げる書類とす

る。 

 (1)  施工者が発行したアスベスト除去等事業結果報告書 

 (2)  施工者と締結した契約書の写し 

 (3)  除去等事業に関する関係法令の届出書等の写し 

 (4)  除去等事業に要した費用に係る施工者からの請求書の写し 

 (5)  施工写真 

 (6)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

 

 



（補助金の請求） 

第７条 要綱第 11 条第 1 項に規定する福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策

事業補助金交付請求書（様式第 12 号）に添付する書類は、次に掲げる書類とする。 

(1)  福岡市会計規則による請求書 

 (2)  分析機関又は施工者に費用を支払ったことを証する領収書の写し 

(3)  福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金額確定通知書の写 

  し 

 

（様式） 

第８条 要綱に規定する様式は、別表のとおりとする。 

 

 

 

附 則 

１ この要領は、平成２０年４月１日から実施する。 

２ この要領は、平成２１年１月５日から実施する。 

３ この要領は、平成２３年４月１日から実施する。 

４ この要領は、平成２５年４月１日から実施する。 

５ この要領は、平成２８年１２月１日から実施する。 

６ この要領は、平成３１年４月１日から実施する。 

７ この要領は、令和２年９月１日から実施する。 

８ この要領は、令和３年４月１日から実施する。 

９ この要領は、令和７年４月１日から実施する。 

10 この要領は、令和８年４月１日から実施する。 



別表 

 

要 綱 名 称 別記様式 

第 5 条第 1 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

交付申請書（分析調査事業） 

様式第 1 号 

第 5 条第 2 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

交付申請書（除去等事業） 

様式第２号 

第 6 条第 1 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

交付決定通知書 

様式第 3 号 

第 6 条第 3 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

不交付決定通知書 

様式第 4 号 

第 7 条 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

交付申請取下げ届 

様式第 5 号 

第 8 条第 1 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

交付変更申請書 

様式第 6 号 

第 8 条第 2 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

交付変更通知書 

様式第 7 号 

第 9 条第 1 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業完了実

績報告書（分析調査事業） 

様式第 8 号 

第 9 条第 2 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業完了実

績報告書（除却等事業） 

様式第 9 号 

第 9 条第 5 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

に係る消費税等仕入控除税額確定報告書 

様式第 10 号 

第 10 条 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

額確定通知書 

様式第 11 号 

第 11 条第 1 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

交付請求書 

様式第 12 号 

第 12 条第 3 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

交付決定取消通知書 

様式第 13 号 

第 13 条第 2 項 福岡市民間建築物吹付けアスベスト除去等対策事業補助金

返還命令書 

様式第 14 号 


